
 

【担当】 

厚生労働省老健局  

認知症施策・地域介護推進課 岸、水津、門田 

TEL： 03-5253-1111(内線 3982)  

事 務 連 絡 

令和５年 11 月１日 

 

都道府県 

各           介護保険担当課（室） 御中 

指定都市 

 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

 

 

介護サービス情報公表システムに係るスマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」の 

サービス提供終了について 

 

 

介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り厚く御礼申し上げます。 

厚生労働省では介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 115 条の 35 に定める介護サービ

ス情報公表制度を適切に実施するため「介護サービス情報公表システム」を運用しており、

利用者の利便性向上を目的として、平成 27 年度より利用者の利便性の向上を目的としたス

マートフォンアプリ「介護事業所ナビ」を当該システムの一部機能として提供してまいりま

した（別添事務連絡参照）。 

現在、令和３年度の行政レビュー公開プロセスを受け、「介護サービス情報公表システム」

の利用者の利便性及び費用対効果の向上のための検討を進めているところ、「介護事業所ナ

ビ」については、その利用が低調（全体のアクセス数に占めるスマホアプリからのアクセス

数の割合が約４％）であることを踏まえ、介護サービス情報公表システムの WEB ページをス

マートフォン画面に対応した表示を可能とする改修を行った上で（令和４年度改修済）、サ

ービス提供を令和６年３月 31 日(日)をもって終了することといたしました。 

都道府県及び指定都市におかれましては、管内介護事業所等に対し周知いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 なお、現在の「介護事業所ナビ」利用者に対するサービス提供終了の周知については、

厚生労働省から当該アプリを通じて行うとともに、介護サービス情報公表システム内の

WEB ページ（URL は以下のとおり）においても広く利用者に周知することを申し添えます。 

 

【掲載ページの URL】 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/sp_application/ 

 



 

事   務   連   絡 

平成２７年３月３０日 

 

各都道府県 介護保険担当主管部（局） 

 各市町村  介護保険担当主管部（局） 御中 

  

厚生労働省老健局振興課  

   

介護サービス情報公表システムに係るスマートフォンアプリ 

「介護事業所ナビ」の開発について 

 

 介護サービス情報の公表制度については、介護保険法に基づき、平成１８年４月からス

タートした制度であり、介護保険をこれから利用しようと考えている方やそのご家族等が

介護サービスを比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。

本制度は、厚生労働省が運用する介護サービス情報公表システムを媒介して、インターネ

ットでいつでも誰でも介護サービスの情報を入手することが可能となっており、現在、全

国の約１９万か所の事業所情報が公表されています。 

 この度、「介護サービス情報公表システム」の機能のうち、簡易な内容が簡単に検索・閲

覧できるようスマートフォン専用（Android 及び iOS 対応）のアプリケーション「介護事

業所ナビ」を厚生労働省において開発し、運用を開始しますので、下記のとおり情報提供

させていただきます。 

 

１．実施日 

 平成２７年４月１日（水） 

 

２．スマートフォンアプリの概要 

 別紙のとおり。 

 

※アプリケーション検索にて「介護事業所ナビ」と入力してください。 

 

 

 

（担当） 

 厚生労働省 老健局振興課 地域包括ケア推進係 

  電話：03-5253-1111  (内線 3982) 



現在、全国約19万か所の介護サービス事業所の情報が閲覧できる「介護サービス
情報公表システム」を活用し、スマートフォンを使って、簡易な事業所の情報が
簡単に検索・閲覧できる専用のアプリケーション「介護事業所ナビ」を厚生労働
省において開発。※Android 及び i OSに対応 

       スマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」の開発について 
          （平成２７年４月から運用開始） 

～ 画面イメージ １ ～ 

別紙 
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http://www.mhlw.go.jp/


～ 画面イメージ ２ ～ 

2 



【参考】介護サービス情報の公表制度とは 

介護保険法第115条の35の規定に基づき、平成１８年４月からスタートした制度。
利用者が介護サービス事業所を比較・検討して適切に選ぶことができるよう、毎年
１回、事業所からの報告を受けて、都道府県が事業所情報を公表する仕組み。  
 

※都道府県が公表するデータは、厚生労働省が運用する「介護サービス情報公表システム」を活用し、インターネッ 
トでいつでも誰でも介護サービスに関する情報を入手することが可能。介護保険制度の解説も充実！現在、全国で 
約１９万か所の介護サービス事業所の情報が公表されている。  
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平成27年度から、
簡易版の情報が簡
単に検索・閲覧で
きるスマートフォ
ンの専用アプリを
開発。 

http://www.kaigokensaku.jp/ 

http://www.kaigokensaku.jp/


【参考】介護サービス情報公表システム月次アクセス数 

１．ひと月あたり平均アクセス数 

２．月次アクセス数の推移 

※現行システムは直近１年間の平均値 

※現行システムは、「見やすさ、使いやすさ、分かりやすさ」の観点から、それまでのシステムを抜本的に改善
し、平成24年10月から稼働している。 

全国TOP
都道府県TOP
（全国の合計）

事業所情報
検索結果一覧

事業所情報比較 事業所の概要

新システム 126,498 351,752 2,106,392 4,354 2,042,189

旧システム 257,926

94,374
90,855 90,984 100,820

114,583 113,470 119,727
139,754

115,426 108,753

133,832

167,558

228,158 219,242
241,622
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311,830

456,980
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313,506
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